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チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
は
、
四
年
経
過
し
た
現
在
で
も
拡
大
傾
向
が
見
ら
れ
、
国

際
的
に
も
そ
の
実
態
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
現
状
の
正
確
な
把
握
と
情
報
収
集
に
努
め
る
べ

き
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
我
が
国
も
九
月
六
日
、
シ
ェ
ワ
ル
ナ
ゼ
、
中
山
両
外
務
大
臣
の
覚
書
を
踏
ま
え
、

人
道
的
見
地
か
ら
被
爆
国
の
経
験
を
生
か
し
、
放
射
線
障
害
者
の
受
入
れ
を
始
め
資
金
援
助
、
医
療
協
力
、
情
報

提
供
な
ど
積
極
的
な
協
力
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
か
つ
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

国
連
に
お
い
て
は
、
放
射
線
障
害
者
に
関
す
る
決
議
等
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
世
界
数
力
国
は
放
射
線

障
害
者
を
受
け
入
れ
、
治
療
や
費
用
負
担
な
ど
の
救
援
を
実
施
し
て
い
る
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故
に
お
け
る
放
射
線
障
害
救
援
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

放
射
線
障
害
者
や
付
添
人
の
受
入
れ
、
治
療
な
ど
放
射
線
障
害
者
救
援
の
た
め
の
体
制
を
積
極
的
に
進
め
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

三 

我
が
国
の
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
の
研
究
蓄
積
・
デ
ー
タ
や
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ(

国
際
原
子
力
機
関)

が
指
摘
す
る

放
射
線
影
響
研
究
所
の
治
療
・
研
究
を
役
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
積
極
的
な
医
療
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

一 
政
府
は
、
ソ
連
か
ら
の
正
式
要
請
が
あ
れ
ば
、
医
療
面
の
協
力
を
進
め
る
用
意
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
被

爆
国
日
本
の
経
験
を
生
か
し
人
道
的
立
場
か
ら
、
待
ち
の
姿
勢
で
な
く
積
極
的
に
救
援
の
手
を
差
し
伸
べ
る
べ

き
だ
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

二 

被
害
実
態
の
調
査
協
力
や
放
射
線
障
害
者
な
ど
の
治
療
の
た
め
、
医
師
、
薬
剤
師
、
放
射
線
技
師
等
各
種
専

門
家
の
派
遣
や
機
器
、
医
薬
品
等
の
提
供
に
つ
い
て
、
一
層
積
極
的
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
政
府

の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

五 
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
お
い
て
計
画
さ
れ
て
い
る｢

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
対
す
る
資
金
・
技
術
協

力
な
ど
我
が
国
の
対
応
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

六 

ソ
連
政
府
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
対
策
費
と
し
て
多
額
の
財
政
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
を
公
表
し
て
い
る

が
、
我
が
国
は
国
際
救
援
の
観
点
か
ら
何
ら
か
の
資
金
援
助
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見

解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


